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大

久

保

藤

原

氏

大
久
保
新
八
郎
忠
俊
、
但
法
名
常
源
、
上
リ

藤
丸
内
大
文
字

家
之
紋
と
す

粟
田
関
白
道
兼
十
代
宇
都
宮
左
近
将
監
泰
藤
七
代
宇
津
左
衛
門

五

郎

忠

茂

一

男

也

清
康
公
・
廣
忠
公
ニ

御
奉
公
、
享
禄
弐
年

（

一

五

二

九

）

、
清
康
公
於
参
州
御
油
牧

野
伝
次
・
伝
蔵
御
合
戦
之
時
、
先
手
之
味
方
被
追
崩
敵
競
来

処

忠

俊

突

返

て

、
清

康

公
并

叔

父

内

膳

殿

敵

軍

之

脇

よ

り

乗

込

給

よ

つ

て

敵

敗

軍
シ

吉

田

之

城

攻

落

※
牧
野
伝
次
…
牧
野
某
（
生
没
年
不
詳
）
牧
野

伝
蔵
の
兄
弟
。

※
牧
野
伝
蔵
…
牧
野
信
成
（
？
～
一
五
二
九
）

三
河
吉
田
城
主
。

※
内
膳
殿
…
松
平
信
定
（
？
～
一
五
三
八
）
松

平
長
親
の
三
男
。
桜
井
松
平
氏
の
祖
。
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一

天

文

四

年

（

一

五

三

五

）

、
廣

忠

公

勢

州

へ

御

浪

人

已

後

廣

忠

公
ヲ

参

州

へ

可
奉
入
者
ハ
忠
俊
な
ら
て
ハ
有
ま
し
く
間
か
へ
し
入
ま
し
き
と

の
誓
紙
ヲ

書
候
様
ニ

と
内
膳
殿
仰
ニ

よ
つ
て
伊
賀
八
幡
前
ニ

而

七
枚
起
請
ヲ

三
度
御
か
き
候
、
忠
俊
心
中
ニ

ハ
主
之
為
之
そ
ら
起

請
、
た
と
へ
身
ニ

あ
た
り
候
と
も
不
苦
と
て
少
も
ひ
る
ま
ず
御
か
き

候
、
其
後
宿
へ
帰
り
子
々
孫
々
た
と
へ
奈
落
へ
沈
と
い
ふ
と
も
廣

忠
公
を
岡
崎
城
へ
可
奉
入
と
言
て
弟
共
ニ

令
内
談
朋
友
林
藤
介
・

八
國
甚
六
郎
・
成
瀬
又
太
郎
・
大
原
作
衛
門
遂
密
、
天
文
六
年

（

一

五

三

七

）

廣
忠

公
岡
崎
へ
奉
入
、
五
人
御
感
状
并

所
領
ヲ
被
下
、
後
日
忠
俊
ニ

又
百
貫

※
林
藤
介
（
？
～
一
五
四
〇
）
…
藤
五
郎
、
藤

八
郎
、
今
の
呈
譜
は
じ
め
政
通
の
ち
総

正
忠
満
に
作
る
。

※
八
國
甚
六
郎
（
生
没
年
不
詳
）

※
成
瀬
又
太
郎
…
成
瀬
正
頼
（
生
没
年
不
詳
）

※
大
原
作
衛
門
…
大
原
左
近
右
衛
門
（
生

没
年
不
詳
）



4
大久保家留書

地

を

被

下

一

同
九
年

（
一
五
四
〇
）

、
三
河
渡
村
合
戦
味
方
敗
軍
之
節
、
堤
之
柳
陰
へ
忠
俊

乗
返
ヲ
見
て
植
村
新
六
尤
と
い
ひ
て
同
所
ニ

ひ
か
へ
居
る
ニ

よ
つ
て

敵

恐

れ

て

引

返

ス

一

同
十
四
年

（

一

五

四

五

）

、
叔
父
松
平
蔵
人
殿
明
大
寺
表
へ
出
張
之
刻
、
味
方

敗
散
及
二

度
々
一

忠
俊
と
石
川
新
九
郎
と
廣
忠
公
之
御
前
へ
参

て

石

川

伯

耆

守

多

勢
ニ

而

候

へ

と

も

凶

徒

与

難

退

之

由

令

言

上
候
処
、
廣
忠
公
仰
ニ

曰
、
智
略
之
儀
両
人
ニ

被
為
任
之
由
依
レ

仰
射

手

七

十

人
ヲ

ゑ

ら

ひ

手

矢

計

持

之

せ

（

も

た

せ

）

所

々

之

薮

か

け

に

※
植
村
新
六
…
植
村
氏
明
（
一
五
二
〇
～
五
二
）

清
康
を
殺
し
た
家
臣
阿
部
定
吉
の
子

彌
七
郎
を
討
ち
と
る
。
清
康
・
廣
忠
・

家
康
に
仕
え
る
。

※
松
平
蔵
人
…
松
平
信
孝
（
？
～
一
五
四
八
）

松
平
清
康
の
弟
。
三
木
松
平
氏
の
祖
。

※
石
川
新
九
郎
（
不
詳
）

※
石
川
伯
耆
守
…
石
川
数
正
（
一
五
三
三
～
九

三
）
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ふ
せ
恐
る
上
ヲ

出
し
て
蔵
人
殿
ヲ

ま
ね
く
時
則
明
大
寺
へ
御
出

有

甲

山

之

辺

へ

御

越

之

時

誰

か

矢

と

も

し

ら

す

蔵

人

殿

に

あ

た

り

即

座
ニ

死

去

一

天
文
十
八
年

（

一

五

四

九

）

、
安
詳
之
城
ヲ

取
詰

一

権
現
様
、
織
田
三
郎
五
郎
殿
と
を
取
か
へ
候
刻
、
三
郎
五
郎
殿
相
伴
て
西

之
野
ニ

出
も
の
四
人
、
忠
俊
其
随
一
な
り

一

永

禄

三

年

（

一

五

六

〇

）

、
今

川

良
（
義
）

元

、
於

尾

州

討

死

之

刻

、
権

現

様

大

高

よ

り

岡

崎

へ

還

御

及

夜

陰

大

雨

ふ

る

、
諸

軍

足
ヲ

乱

し

令

連

恐
候
処
、
忠
俊
一
人
御
跡
ヲ

乗
廻
し
一
騎
も
不
散
岡
崎
へ
御
供
致
ス

※
織
田
三
郎
五
郎
…
織
田
信
広
（
？
～
一
五

七
四
）
織
田
信
秀
の
子
。
織
田
信
長
の
異

母
兄
。

※
今
川
義
元
（
一
五
一
九
～
六
〇
）
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一

同
七
年

（
一
五
六
四
）

、
一
向
宗
一
揆
之
節
忠
俊
令
隠
居
候
へ
共
物

（
惣
）

領
五
郎
右
衛
門
甥
七
郎

右
衛
門
手
ヲ

負
候
よ
り
次
男
弥
三
郎
甥
之
治
右
衛
門
ヲ

召
れ
権
現
様
御
前
ニ

罷
出
上
意
ヲ

う
か
ゝ
ひ
和
睦
い
た
す
、
昔
時
越
前
ゟ
武
者
執
行

と

し

て

大

窪

藤

五

郎

と

言

者

来

り

、
名

字
ヲ

可
レ

残

仁
者

忠

俊

に

有

と

い

ひ

て

可
二

名

乗
一
レ

之

と

い

ふ

、
則

右

釣

諾

藤

五

郎

名

字
ヲ

残

ス

、
其

印

ヲ

可
レ

顕

と

て

安

祥
ヲ

せ

む

る

刻

一

番

に

城
ヲ

乗

則

討

死

、

天

正

九

年

（

一

五

八

一

）

八

十

三

歳

法

名

常

源

忠

俊

弟

大

久

保

三

郎

右

衛

門

忠

久

※
五
郎
右
衛
門
…
大
久
保
忠
俊

※
七
郎
右
衛
門
…
大
久
保
忠
世

※
弥
三
郎
…
大
久
保
忠
久

※
治
右
衛
門
…
大
久
保
忠
佐

※
大
窪
藤
五
郎
（
不
詳
）
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一

天
正
十
三
年

（

一

五

八

五

）

、
三
州
三
木
之
城
責
之
時
、
塀
ヲ

乗
討
死

忠

俊

惣

領

大

久

保

新

八

郎

忠

勝

一

天

文

十

一

年

（

一

五

四

二

）

、
今

川

良
（
義
）

元

為

名

代

雪

斎

和

尚

安

祥

働

之

刻

清 ハ

ル

縄

手
ニ

お

ゐ

て

合

戦

之

節

、

忠

勝

一

番

鑓

一

同

十

七

年

（

一

五

四

八

）

、
三

州

山

中

之

城

攻

之

刻

、
味

方

人

数

少

崩

れ

て

谷

を

隔

て

備
ヲ

も

つ

敵

陣

ゟ

高

声
ニ

向

之

大

久

保

一

家

在
レ

茲
と
相
答
、
大
将
ニ

箭
ヲ

可
進
と
い
ひ
て
矢
二
つ
放
つ
二
矢

と

も

に

忠

勝
ニ

あ

た

る

と

い

へ

と

も

不

深

手

、
然

処

向

い

の

※
雪
斎
…
太
原
崇
孚
（
一
四
九
六
～
一
五
五
五
）

駿
河
臨
済
寺
住
持
で
今
川
氏
の
家
臣
。

庵
原
雪
斎
。
宝
珠
護
国
禅
師
。
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尾
ゟ
石
川
新
九
郎
同
勢
ヲ

引
卒
シ

せ
め
上
る
、
此
尾
ゟ
ハ
不
離

他

人

・

大

久

保

一

家

競

懸

て

突

崩

抽

軍

忠

一

弘

治

元

年

（

一

五

五

五

）

、
尾

州

於

蟹

江

城

味

方

被

突

立

時

、
忠

勝
・
叔

父

甚
四
郎
・
息
七
郎
右
衛
門
・
次
男
治
右
衛
門
・
阿
倍
四
郎
五
郎
・
杉
浦
八
郎
五
郎

父
子
七
人
鑓
ヲ

そ
ろ
へ
、
し
は
ら
く
突
合
終
敵
ヲ

城
中
へ
返
込

一

同
二
年

（
一
五
五
六
）

、
三
州
福
谷
ニ

お
ゐ
て
柴
田
勝
家
・
荒
川
新
八
郎
為
大
将

来
り
、
忠
勝
と
被
戦
刻
、
敵
早
川
藤
太
夫
と
言
者
手
負
、
敵
是

を

引

取

不

得

、
忠

勝

ひ

と

り

走

出

て

伐

て

柴

田

勝

家

乗

着

て

忠

勝
ヲ

つ

く

阿

倍

四

郎

兵

へ

追

つ

ゝ

き

於

柴

田

を

※
甚
四
郎
…
大
久
保
忠
員

※
七
郎
右
衛
門
…
大
久
保
忠
世

※
治
右
衛
門
…
大
久
保
忠
佐

※
阿
倍
四
郎
五
郎
…
阿
部
忠
政
（
一
五
三
二

～
一
六
〇
七
）

※
杉
浦
八
郎
五
郎
父
子
…
杉
浦
吉
貞
（
生

没
年
不
詳
）
・
勝
吉
（
？
～
一
六
一
二
）

【
蟹
江
七
本
槍
】

※
柴
田
勝
家
（
一
五
二
二
～
八
三
）織
田
信
長
家

臣
。

※
荒
川
新
八
郎
（
？
～
一
五
七
四
）
織
田
信
長

家
臣
。

※
早
川
藤
太
夫
（
不
詳
）



9
大久保家留書

付
柴
田
乗

返
し
備
へ
入
ん
と
す
る
□
を
大
久
保
治
右
衛
門
追

続

柴

田

を

つ

く

一

永

禄

三

年

（

一

五

六

〇

）

、
参

州

か

り

（

刈

屋 谷

）

働

之

節

、
味

方

失
二

勝

利
一

之

所

忠

勝

一

門

其

外

合

八

人

鑓
ヲ

合

せ

敵
ヲ

城

中

へ

つ

き

入

る

一

同
六
年

（
一
五
六
三
）

、
一
向
宗
一
揆
ヲ

お
こ
す
時
、
上
和
田
忠
勝
か
屋
敷
を

城

と

し

て

以

て

一

門

親

類

・

朋

友
并

忠

勝

与

力

弐

十

騎

彼

是

百

騎

計

其

年

之

十

月

ゟ

翌

年

正

月

至

る

迄

毎

日

毎

夜

之

働

高

名

軍

忠

不
レ

可
レ

勝
レ

計

、
依

て

不

記

委

細

終

令
レ

得
二

勝

利
一

給

ふ
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一

慶
長
六
年

（

一

六

〇

一

）

卒
ス
、
七
十
八
歳
法
名
徳
源

常

源

次

男

忠

勝

弟

大

久

保

三

郎

右

衛

門

忠

政

一

永
禄
七
年

（

一

五

六

四

）

、
一
揆
扱
ヲ

い
た
し
為
褒
美
所
領
拝
領

一

元
亀
元
年

（

一

五

七

〇

）

、
江
州
姉
川
合
戦
之
刻
、
数
ケ
所
被
疵
よ
り
い
た
し

蟄

居

、
其

後

天

正

十

年

（

一

五

八

二

）

駿

州

久

能

之

為

城

代

被

遣

え

、
委

細

之

伝

子

孫

可

顕

之

大

久

保

新

八

郎

忠

勝

嫡

男

大

久

保

五

郎

右

衛

門

康

忠
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一

永

禄

六

年

（

一

五

六

三

）

之

冬

権

現

様

参

州

上

和

田

為

助

勢

か

発

足

之

節

、

上

意

康

忠

為

御

鳥

帽

子
ニ

依

之

御

傍
ニ

而

御

養
六
月
可
被
成
と
の
依
仰
、
岡
崎
へ
被
召
連
御
諱
康
字
ヲ

被
下

一

元

亀

元

年

（

一

五

七

〇

）

、
江

州

姉

川

合

戦

之

時

御

旗

本

迄

敵

お

そ

い

来

之

砌

、

蒙

御

下

知

働

首

二

ツ

取

一

天
正
十
二
年

（

一

五

八

四

）

、
尾
州
於
長
久
手
敵
ヲ

つ
き
ふ
せ
、
其
首
ヲ

取
其

後
依
為
病
者
不
仕
御
前
、
元
和
七
年

（

一

六

二

一

）

ニ

卒
七
十
三
歳

康

忠

弟

大

久

保

新

七

郎

某
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一

天
正
十
二
年

（

一

五

八

四

）

、
於
尾
州
長
久
手
一
番
合
戦
之
節
、
一
番
討
死

宇
津
左
衛
門
五
郎
忠
茂
、
法
名
源
秀
三
男
新
八
郎
忠
俊
弟

大
久
保
平
右
衛
門
忠
員

一

改

宇

津

為

大

久

保

一

天
文
六
年

（

一

五

三

七

）

、
廣
忠
公
二
歳
之
時
勢
州
へ
御
窂
人
其
節
、
兄
新
八
郎
忠
俊

一
家
并

同
志
之
者
四
人
相
談
シ
テ
廣
忠
公
ヲ

岡
崎
之
城
へ
奉
入
時
、
忠

員
有
功

一

同
十
一
年

（

一

五

四

ニ

）

、
廣
忠
公
叔
父
蔵
人
有
野
心
之
時
、
弟
弥
三
郎
、
蔵
人
殿
と

属
す
る
之
時
、
忠
員
と
忠
俊
と
相
談
い
た
し
弥
三
郎
を
呼
ひ
て
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廣

忠

公

之

味

方
ニ

な

す

、
因

茲

（
こ
れ
に
よ
り
）

蔵

人

殿

家

来

多

来

て

廣

忠

公
ニ

属

す

一

弘
治
元
年

（

一

五

五

五

）

、
尾
州
蟹
江
合
戦
之
節
、
忠
員
并

嫡
男
忠
世
・
次
男

忠
佐
同
志
之
者
七
人
鑓
ヲ

そ
ろ
へ
突
合
、
終
敵
ヲ

城
へ
追
入

一

永
禄
三
年

（

一

五

六

〇

）

、
三
州
か
り
や

（

刈

谷

）

十
八
丁
縄
手
合
戦
敵
数
輩
進
来
、
忠
員
・

忠
世
・
忠
佐
一
旗
五
人
戦
而

敗
之
、
天
正
十
年

（

一

五

八

二

）

死
去
七
十
三
歳

忠

員

一

男

大

久

保

七

郎

右

衛

門

忠

世

一

天
文
十
五
年

（

一

五

四

六

）

、
三
州
渡
村
合
戦
之
時
、
忠
世
敵
と
鑓
ヲ

合
一
日
之
内
ニ
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一
番
鑓
両
度
也
、
時
に
と
し

（

年

）

十
五
歳

一

同
十
七
年

（

一

五

四

八

）

、
三
州
山
中
戦
之
時
、
忠
世
一
門
ト
モ
相
と
も
な
い
敵
ヲ

打
破
ㇽ

一

同
十
八
年

（

一

五

四

九

）

、
三
州
あ
ん
で
う

（

安

祥

）

の
城
攻
之
時
、
忠
世
と
敵
と
入
ま
し
り

戦

ふ

事

数

度

、

つ

ゐ

に

其

敵

之

首

越
（
衍
字
）

ヲ

取

ル

一

弘
治
元
年

（

一

五

五

五

）

、
父
忠
員
・
弟
忠
佐
相
共
ニ

尾
州
か
に

（

蟹

）

江
之
合
戦
ニ

戦
功
有

一

永
禄
三
年

（

一

五

六

〇

）

、
尾
州
石
瀬
合
戦
忠
世
・
忠
佐
同
輩
五
人
相
共
に
敵

と

鑓

を

合

す

一

同
年
、
三
州
か
り
や

（

刈

谷

）

合
戦
之
時
、
忠
員
・
忠
世
・
忠
佐
相
共
に
戦
功
有

一

同
六
年

（
一
五
六
三
）

、
三
州
一
向
宗
一
揆
之
時
、
権
現
様
御
家
人

彼
（
か
の
）

宗
門
の
者
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多
く
し
て
敵
に
し
た
か
ふ
、
忠
世
一
門
相
集
て
三
州
和
田
村
大
久
保

新
八
郎
屋
敷
を
城
と
し
て
十
月
よ
り
明
ル

正
月
迄
た
て
籠
ル
、
合

戦
の
セ
う
ふ

（

勝

負

）

な
し
、
忠
世
、
権
現
様
へ
申
上
和
睦
之
儀
ヲ

調
（
と
と
の
）

へ
こ
れ
に
よ

り
国
中
平
均
ニ

成
ル

一

元
亀
三
年

（

一

五

七

二

）

、
権
現
様
と
武
田
信
玄
と
遠
州
三
方
ケ
原
合
戦
、
忠
世
一

備
之
人
数
敵
と
相
い
と
み
鑓
を
合
、
敵
之
先
懸
之
備
追

明
（
崩
ヵ
）

ス
、
然

と
も
敵
大
軍
に
て
せ
め
た
ゝ
か
ふ
、
権
現
様
御
勝
利
な
ふ
し
て

御
退
散
、
忠
世
そ
の
う
し
ろ
よ
り
は
せ
来
て
、
権
現
様
へ
被
仰
上
ニ

ハ
味
方

と
ち
り
〳
〵
に
な
る
軍
士
を
一
所
に
あ
つ
め
、
権
現
様
ハ
浜
松
之
城

※
武
田
信
玄
（
一
五
二
一
～
七
三
）
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へ
被
為
入
候
様
ニ

と
忠
世
言
上
、
権
現
様
則
御
旗
三
本
忠
世
被
下
、
忠
世

さ
い

（

犀

か ケ

か
け

崖

）

の
左
右
に
て
さ
し
あ
く
る
時
、
跡
ゟ
退
来
ル
軍
士
相
集
ル
、
敵
お

そ
い
来
る
処
を
鉄
砲
を
す
き
ま
も
な
く
は
な
ち
か
け
し
に
よ
り

て
見
不
来
、
其
夜
信
玄
之
陳
さ
い
か
か
け
の
近
辺
へ
忠
世
又
出
張

諸
手
之
鉄
砲
一
度
に
放
さ
せ
け
る
に
信
玄
之
旗
本
大
キ

に
騷
動

す
、
こ
れ
を
後
ま
て
さ
い
か
か
け
の
夜
込
と
言

一

天
正
弐
年

（

一

五

七

四

）

、
家
康
公
遠
州
い
ぬ
い

（

乾

）

へ
御
は
た
ら
き
被
成
御
退
口

に
敵
追
来
ル
、
忠
世
し
つ
は
ら
い

（
殿
（
し
ん
が
り
）
）

に
て
敵
を
打

一

同
三
年

（
一
五
七
五
）

、
三
州
長
篠
に
て
権
現
様
と
武
田
勝
頼
合
戦
、
織
田
信
長

※
武
田
勝
頼
（
一
五
四
六
～
八
二
）
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権
現
様
為
加
勢
来
り
給
ふ
、
両
陳
之
間
に
柵
を
ふ
り
敵
を
待
信

長
之
兵
と
も
さ
く
の
外
へ
出
て
た
ゝ
か
ハ
ん
と
す
、
忠
世
家
人
騎
馬
之

者
を
歩
立
と
な
し
先
陳
に
す
ゝ
む
時
、
弟
忠
佐
は
せ
来
て
曰
、
今

日
之
軍
信
長
之
人
数
先
掛
を
致
す
は
我
君
の
御
た
め
也
す
み
や
か
に

足

軽

を

出

し

戦

を

は

ち

む

（

始

む

）

へ

し

と

被

申

時

忠

世

率

す

る

所

の

勢

を

分

て

忠

佐

に

付

て

た

ゝ

か

は

す

権

現

様

仰
ニ

味

方

の

備

の

内

よ

り

鉄

炮

を

ゑ

ら

ミ

ぬ

き

出

し

打
て
セ
騎
馬
一
騎
も
不
可
出
之
旨
、
成
瀬
吉
左
衛
門
・
日
下
部

兵
右
衛
門
奉
之
依
之
、
忠
世
・
忠
佐
こ
と
〳
〵
く
諸
手
ニ

鉄
砲
ヲ

※
成
瀬
吉
左
衛
門
…
成
瀬
正
則
（
生
没
年

不
詳
）

※
日
下
部
兵
右
衛
門
…
日
下
部
定
好
（
一

五
四
二
～
一
六
一
六
）
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す

ゝ

め

放

つ

勝

頼

之

先

手

崩

退

、
諸

軍

次

第
ニ

勝

頼

の

備

へ

打

込

き

お

い

か

ゝ

る

、

勝

頼

大

き

に

乱

立

て

敗

北

す

一

同
三
年

（
一
五
七
五
）

、
権
現
様
遠
州
二
俣
の
城
ヲ

セ
め
さ
せ
給
、
城
い
ま
た

お

ち

す

、
そ

の

と

き

兵

を

引

て

御

退

被

成

候

時

、
忠

世

敵

の

押
へ
と
し
て
備
を
か
た
ふ
し
て
守
る
、
権
現
様
光
明
の
城
を
御
攻
被
成
候

一

同
年
冬
、
二
俣
の
城
主
城
明
退
依
之
二
俣
之
城
忠
世
被
下
守
之

一

同
四
年

（
一
五
七
六
）

、

乾
（
犬
居
）

之
城
御
攻
被
成
候
時
、
忠
世
人
数
召
連
、
嶽
山
の
高
キ

所
に
の
ほ
り
、
城
を
見
く
た
し
せ
め
戦
、
敵
将
天
野
宮
内
右
衛
門

城
を
明
、
山
へ
入
退
之
、
忠
世
仰
ニ

依
て
ひ
と
り
山
中
に
留
り
人
数

※
天
野
宮
内
右
衛
門
…
天
野
景
貫
（
生
没

年
不
詳
）
犬
居
城
主
。
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以
敵
を
攻
申
事
四
ヶ
年
、
終
ニ

山
中
こ
と
〳
〵
く
攻
し
た
か
へ
味
方
に
成
る

一

同
十
年

（
一
五
八
二
）

、
権
現
様
甲
州
勝
頼
御
攻
被
成
候
時
、
忠
世
御
先
手
也
、
信
州
へ

敵
と
相
戦
、
国
中
大
か
た
味
方
ニ

な
る
、
其
後
信
州
之
国
士
又
敵
に

成
も
の
多
シ
、
忠
世
今
年
よ
り
同
十
三
年
ま
て
敵
城
に
対
陣
し
て

城
ハ
破
り
、
或
ハ
和
睦
し
て
終
に
こ
と
〳
〵
く
味
方
に
な
す
、
其
間
の

戦
功
し
る
し
か
た
し
、
家
人
等
軍
忠
の
者
多
し
、
其
内
五
・
六
人

権
現
様
ゟ
御
感
状
被
下
候

一

同
十
八
年

（

一

五

九

〇

）

、
関
白
秀
吉
相
州
小
田
原
城
攻
の
時
、
権
現
様
御
人

数
ヲ

以
て
秀
吉
へ
御
加
勢
あ
り
、
城
の
後
其
子
城
小
山
と
言
を

※
関
白
秀
吉
…
豊
臣
秀
吉
（
一
五
三
七
～
九
八
）
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秀
吉
直
に
忠
世
を
は
御
預
也
、
其
後
権
現
様
ゟ
小
田
原
城
ニ

四
万

五
千
石
ヲ

相
添
忠
世
被
下
、
文
禄
三
年

（

一

五

九

四

）

九
月
忠
世
卒
六
十
三

忠

員

二

男

忠

世

弟

慶
長
十
八
癸

丑

九
月
廿
七
日
卒
ス

大

久

保

治

右

衛

門

忠

佐

伝

一

弘
治
元
年

（

一

五

五

五

）

、
尾
州
か
に

（

蟹

）

江
合
戦
、
忠
員
・
忠
世
相
共
に
軍
功
有
り

一

同
弐
年

（
一
五
五
六
）

、
尾
州
軍
将
柴
田
権
六
勝
家
人
数
ヲ

以
三
州
福
谷
合
戦
之

時

、
勝

家

失

勝

利

引

退

時

、
忠

佐

馬

を

急

に

は

せ

出

し

追

之

勝
家
味
方
之
勢
之
内
へ
逃
入
之
時
、
鑓
ヲ

以
勝
家
ヲ

突
、
勝
家
逃
去

一

永
禄
三
年

（

一

五

六

〇

）

、
三
州
か
り
や

（

刈

谷

）

合
戦
、
城
近
辺
迄
押
寄
一
門
同
道
八
人
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一

鑓
に
て
敵
を
つ
き
勝
利
を
得
る

一

同

年

（
一
五
六
〇
）

、
尾
州
石
瀬
之
戦
、
忠
世
等
同
道
五
人
敵
軍
ヲ

う
ち
破
る

一

同
六
年

（
一
五
六
三
）

、
一
向
宗
一
揆
之
時
、
毎
日
毎
夜
合
戦
其
間
敵
と
鑓
ヲ

合
せ
武

勇

之

働

三

度

、

其

後

和

睦

之

謀

を

調

る

一

同
七
年

（
一
五
六
四
）

、
東
三
河
御
油
合
戦
、
忠
佐
横
鑓
ヲ

入
、
敵
ヲ

討
ツ
依
之
、
敵
敗
北
ス

一

同
十
弐
年

（

一

五

六

九

）

、
遠
州
懸
川
合
戦
之
時
、
天
王
山
に
て
忠
佐
一
番
に
敵
軍
ニ

す
ゝ
み
入
、
其
軍
将
を
打
其
首
を
取
ル
捧
之

一

元
亀
元
年

（

一

五

七

〇

）

、
江
州
姉
川
合
戦
之
時
、
忠
佐
人
数
を
以
所
々
敵
軍
ヲ

破
ル

一

同
三
年

（
一
五
七
二
）

、
遠
州
見
付
合
戦
、
大
敵
き
お
い
来
ル
忠
佐
・
弟
勘
七
郎
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都
築
藤
市
郎
・
大
久
保
荒
之
助

殿

（
し
つ
ハ
ら
ひ
）

之
時
本
多
平
八
忠
勝
馬
を
は
せ

て
敵
陣
之
乗
割
来
ル
、
忠
世
其
跡
ゟ
同
乗
割
ル
、
依
之
味
方
命

を

ま

つ

と

（

全

）

ふ

し

て

天

竜

川

へ

着

一

同
年
十

（
一
五
七
二
）

二
月
、
味

（
三
）

方
原
合
戦
之
時
、
敵
勝
ニ

乗
と
言
へ
共
忠
佐
首
ヲ

取
ル

一

天
正
三
年

（

一

五

七

五

）

、
長
篠
合
戦
、
忠
佐

権
現
様
上
意
ニ
而

さ
い
は
い
を
取

て

諸

軍

之

ぬ

き

鉄

砲

二

手

に

ワ

か

ち

入

替

〳
〵
放

て

依

之

武

田

勝

頼

大
キ

破

る

一

同
年
、

（
一
五
七
五
）

遠
州
諏
訪
之
原
合
戦
之
時
、
卯
ノ
刻
ゟ
辰
刻
迄
ニ

忠
佐
甲
府

之
首
二
ツ
こ
れ
を
取
献
ス

※
都
築
藤
市
郎(

不
詳)

※
大
久
保
荒
之
助
…
大
久
保
忠
直
（
一
五
五

〇
～
一
六
二
二
）

※
本
多
平
八
忠
勝
（
一
五
四
八
～
一
六
一
〇
）
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一

同
十
二
年

（

一

五

八

四

）

、
尾
州
長
久
手
合
戦
之
時
、
権
現
様
上
意
ニ
而

為
物
見
先
陣
ニ

至
テ

敵
を
打
、
池
田
勝
入
・
森
武
蔵
守
長
一
進
来
、
忠
佐
先
手
に
有
之
、
足
軽

を
下
知
し
て
鉄
砲
を
は
な
ち
す
ゝ
む
、
敵
終
に
敗
北
ス
、
軍
勝
テ

後
チ

権
現
様
、
忠
佐
と
渡
辺
忠
右
衛
門
之
両
人
へ
被
仰
付
、
軍
士
之
甲
乙
を

え
ら
ぶ
、
お
よ
そ
権
現
様
御
弱
年
よ
り
此
方
数
度
之
御
合
戦
ニ

忠
佐
毎
度
御
供
、
或
敵
ヲ

打
、
或
鑓
を
合
る
事
不
勝
計
、
白
刃
弓

矢
之
間
に
ま
し
は
り
着
す
る
所
之
武
具
切
破
ら
る
ゝ
と
言
へ
共

終

に

疵

を

か

ふ

む

ら

す

一

慶
長
五
年

（

一

六

〇

〇

）

、
関
ケ
原
御
陣
之
節
ハ

台
徳
院
様
御
供
に
て
真
田
へ

※
池
田
勝
入
…
池
田
恒
興
（
一
五
三
六
～
八
四
）

※
森
武
蔵
守
長
一
…
森
長
可
（
一
五
五
八
～
八

四
）

※
渡
辺
忠
右
衛
門
…
渡
辺
守
綱
（
一
五
四
二

～
一
六
二
〇
）

※
台
徳
院
…
徳
川
秀
忠
（
一
五
七
九
～
一
六
三

二
）
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お
も
む
く
、
其
外
之
御
陣
ニ

ハ
不
残

権
現
様
御
供
を
勤
ム

一

慶

長

六

年

（

一

六

〇

一

）

、

駿

州

沼

津

城
ヲ

忠

佐

拝

領

弐

万

石

一

同
十
八
年

（

一

六

一

三

）

、
癸
丑
九
月
廿
七
日
七
十
七
歳
ニ
而

卒
ス

忠

員

三

男

大

久

保

大

八

郎

傳

一

永

禄

三

年

（

一

五

九

八

）

、

藤

波

な

わ

て

（

縄

手

）

合

戦

に

て

討

死

、

時

に

廿

二

歳

忠

員

四

男

大

久

保

新

蔵

傳

一

元
亀
三
年

（

一

五

七

二

）

、

味
（
三
）

方
ケ
原
ニ

テ
討
死
、
時
ニ

廿
六
歳
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忠

員

五

男

大

久

保

勘

七

郎

一

天

正

二

年

（

一

五

七

四

）

、

遠

州

乾

合

戦

に

お

ゐ

て

討

死

、

時

廿

四

歳

忠

員

六

男

大

久

保

権

右

衛

門

忠

為

忠

員

七

男

大

久

保

甚

右

衛

門

忠

長

忠
員
八
男

寛
永
十
六

（

一

六

三

九

）

庚
辰
二
月
廿
九
日
卒
死

大

久

保

彦

左

衛

門

忠

孝
（
教
）
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忠

員

娘
女
子

大
河
内
善
兵
衛
母

七

郎

右

衛

門

忠

世

一

男

大

久

保

相

模

守

忠

隣

一

永
禄
六
年

（

一

五

六

三

）

冬
、
権
現
様
一
向
宗
一
揆
御
退
治
之
時
、
和
田
村
大
久
保
新
八
郎

屋
敷
ニ

大
久
保
之
一
族
た
て
籠
之
時
、
忠
隣
も
同
籠
時
十
一
歳
、
権
現
様

御
覧
被
成
御
近
習
ニ

て
可
被
召
仕
由
に
て
岡
崎
之
城
へ
被
召
連

一

同
十
一
年

（

一

五

六

八

）

、
遠
州
堀
河
城
合
戦
之
時
、
忠
隣
城
に
入
て
敵
を
打

時
に
十
六
歳

※
大
河
内
善
兵
衛
…
大
河
内
正
綱
（
一
五
四

三
～
一
六
二
七
）
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一

同
十
二
年

（

一

五

六

九

）

、
今
川
氏
真
懸
川
の
城
籠
ル
、
権
現
様
御
攻
被
成
候
時

天
王
山
に
お
ゐ
て
伯
父
治
右
衛
門
忠
佐
鑓
に
て
敵
を
つ
き
伏
、
忠
隣
ヲ

呼

此
首
取
候
へ
と
被
申
時
、
忠
隣
是
ハ
我
か
手
柄
に
あ
ら
す
と
言
て

右
之
首
を
不
取
、
敵
陣
へ
か
け
入
首
を
取
ル

一

同
年
、

（
一
五
六
九
）

同
国
天
方
合
戦
之
時
、
忠
隣
首
を
取
る

一

元
亀
元
年

（

一

五

七

〇

）

、
織
田
信
長
と
朝
倉
義
景
・
浅
井
下
野
守
長
政
江
州

姉
川
合
戦
之
時
、
権
現
様
信
長
へ
御
加
勢
之
時
、
味
方
之
先
手
少
々

敗
る
時
、
権
現
様
諸
軍
御
下
知
被
成
も
り
返
し
候
節
、
浅
井
人
数
之

一
備
か
た
ハ
ら
に
ひ
か
へ
在
之
時
、
本
多
平
八
こ
れ
を
う
た
ん
と
い
ふ
御

※
今
川
氏
真
（
一
五
三
八
～
一
六
一
五
）

※
朝
倉
義
景
（
一
五
三
三
～
七
三
）

※
浅
井
下
野
守
長
政
（
一
五
四
五
～
七
三
）
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旗
本
ゟ
忠
隣
組
十
二
人
乗
出
し
、
敵
之
備
を
破
り
安
ク
引
取
ル
之
時

義
景
人
数
追
来
ル
刻
、
忠
隣
首
を
取
ル

一

同
三
年

（
一
五
五
二
）

、
三
方
ケ
原
合
戦

権
現
様
御
退
被
成
候
時
分
、
忠
隣
歩
行
ニ
而

御
馬
そ
は
は
な
れ
す
御
供
時
ニ

小
栗
忠
蔵
敵
之
馬
を
取
り
来
ル

権
現
様
上
意
、
其
方
取
来
ル
馬
を
忠
隣
に
遣
へ
し
と
仰
に
よ
り

其

馬

に

乗

て

御

供

一

天
正
三
年

（

一

五

七

五

）

、
諏
訪
之
原
途
中
ニ

而

忠
隣
敵
に
逢
相
戦
て
敵
を
討

一

同
十
二
年

（

一

五

八

四

）

、
尾
州
長
久
手
合
戦

権
現
様
御
自
身
為
御
物
見
先

陳
に
被
レ

成
二

御
座
一

権
現
様
上
意
ニ

旗
本
之
人
数

猥

（
み
だ
り
に
）

す
ゝ
ミ
出

※
小
栗
忠
蔵
…
小
栗
久
次
（
一
五
四
八
～
一
六

二
七
）
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へ
か
ら
す
と
忠
隣
被
仰
付
と
い
へ
共
御
請
取
不
申
上
、
敵
陳
に
馳
入
相

戦
鑓
ヲ

合
、
忠
隣
敵
に
つ
か
れ
疵
ヲ

蒙
落
馬
す
る
故
敵
ヲ

不
討

一

忠
隣
勤
仕
不
怠
、
天
正
之
始
ゟ
奉
行

識
（
職
ヵ
）

被
仰
付
御
分
国
他
国

往

来

之

奉

書

之

役

等

勤

之

一

文

禄

二

年

（

一

五

九

三

）

、
権

現

様

上

意

に

て

怠
（
台
）

徳

院

様

へ

為

御

家

老

被

為

付

父

忠

世

跡

式

無

相

違

小

田

原

之

城

主

被

仰

付

領

七

万

石

一

慶

長

五

年

（

一

六

〇

〇

）

之

冬

、

権

現

様

大

坂

於

西

丸

、

忠

隣
ヲ

被

為

召

怠
（
台
）

徳
院
様
・
参
河
守
秀
康
様
・
下
野
守
忠
吉
様
此
御
三
人
之
内

い
つ
れ
を
御
家
督
と
可
被
成
哉
と
御
尋
之
時
、
忠
隣
御
請
に
ハ

※
台
徳
院

…
徳
川
秀
忠
・
家
康
三
男

※
参
河
守
秀
康
…
結
城
秀
康
・
家
康
次
男

※
下
野
守
忠
吉
…
松
平
忠
吉
・
家
康
四
男
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怠
（
台
）

徳
院
様
御
惣
領
ニ

而

□

□

（
是
れ
ヵ
）

と
迄
少
之
御
越
度
も
無
御
座
候
由

御
請
、
其
上
井
伊
兵
部
少
輔
直
政
・
榊
原
式
部
大
輔
康
政
・
本
多
中
務

大
輔
忠
勝
・
平
岩
主
計
頭
親
吉
・
本
多
佐
渡
守

政
（
正
）

信
并

御
家
督

之

事

を

内

談

す

、
正

信

曰

参

河

守

殿

武

勇

莫

大

な

れ

は

可
為
御
家
督
哉
之
由
被
申
、
直
政
・
忠
勝
・
親
吉
各
所
存
之
通

一

々

被

申

之

所

、
忠

隣

申

て

曰

、
是

い

つ

れ

も

我

君

之

御

堅

息

達

也

、

然

則

弓

馬

之

道

不

可

論

之

、

怠 （
台
）

徳

院

様

武

勇

智

謀

兼

備

之

事

な

れ

ハ

天

下

か

譲

之

事

、
怠

（
台
）

徳

院

様

よ

ろ

し
か
る
へ
き
よ
し
被
申
、
正
康
被
申
ハ
忠
隣
の
様
所
の
こ
と
く
存

※
井
伊
兵
部
少
輔
直
政
（
一
五
六
一
～
一
六
〇

二
）

※
榊
原
式
部
大
輔
康
政
（
一
五
四
八
～
一
六
〇

六
）

※
本
多
中
務
大
輔
忠
勝
（
一
五
四
八
～
一
六
一

〇
）

※
平
岩
主
計
頭
親
吉
（
一
五
四
二
～
一
六
一
二
）

※
本
多
佐
渡
守
正
信
（
一
五
三
八
～
一
六
一
六
）
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候

よ

し

被

申

時

、
各

六

人

此

儀

に

同

し

御

前

へ

伺

公

す

る

時

上
意
ニ

ハ
正
信
所
存
之
通
先
可
言
上
之
、
依
仰
前
々
通
言
上
其
次

忠

隣

所

存

前

々

通

言

上

其

時

権

現

様

甚

御

感

之

御

気

色

あ
り
正
信
・
忠
隣
問
答
数
刻
之
後
又
正
信
と
か
く
参
河
守
殿
御

家
督
可
然
と
被
申
、
其
時
忠
隣
被
申
ハ
国
郡
を
切
取
時
ハ
武
勇

を
以
て
本
と
す
、
天
下
泰
平
之
時
ハ
文
武
兼
備
本
也
、
私
依
仰

怠
（
台
）

徳
院
様
ニ

奉
仕

因

茲

（
こ
れ
に
よ
り
）

贔
屓
仕
ニ

あ
ら
す
、
若
御
国
御
わ
け
被
成

候
様
成
義
ニ

候
ハ
ヽ
贔
屓
も
可
仕
、
是
ハ
天
下
御
ゆ
つ
の
事
ニ

候
へ
ハ

御
子
孫
御
長
久
之
本
也
、
向
に
よ
つ
て
私
な
る
義
可
申
上
哉
と
、
誓
言
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を
以
言
上
被
申

権
現
様
仰
ニ

先
い
つ
れ
も
退
出
い
た
す
へ
し
と
く
と

御
思
案
可
被
成
よ
し
、
扨
一
両
日
過
て
右
の
六
人
を
被
為
召
上
意
に

忠
隣
言
上
之
通

怠
（
台
）

徳
院
様
御
家
督
ニ

御
定
可
被
成
候
由
被
仰
、
六
人
共
ニ

尤
至
極
之
由
御
請
被
申
上
ル

一

慶
長
十
年

（

一

六

〇

五

）

、
怠

（
台
）

徳
院
様
征
夷
大
将
軍
被
任
御
拝
賀
御
参
内
之
時

忠

隣

騎

馬
ニ

て

供

奉

一

同
十
九
年

（

一

六

一

四

）

、
忠
隣
御
勘
気
、
江
州
に
左
遷

一

寛
永
五
年

（

一

六

二

八

）

六
月
、
配
所
に
て
卒
、
年
七
十
六

忠

世

二

男



33
大久保家留書

大

久

保

庄

次

郎

忠

基

傳

一

権

現

様

御

近

習

奉

仕

一

文
禄
元
年

（

一

五

九

二

）

、
御
勘
気
を
蒙
故
朝
鮮
陳
之
時
、
浅
野
弾
正
少
弼
ニ

属
し

高
麗
ニ

お
も
む
く
彼
他
ニ
而

死
去
、
時
十
七
歳

忠

世

三

男

大

久

保

玄

番

頭

忠

成

忠

世

四

男

大

久

保

半

右

衛

門

忠

永

忠

世

娘

※
浅
野
弾
正
少
弼
…
浅
野
長
政
（
一
五
四
七

～
一
六
一
一
）
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女

子

設

楽

兵

庫

頭

妻

相

模

守

忠

隣

一

男

大
久
保
加
賀
守
忠
常

母
石
川
日
向
守
家
成
娘

一

天
正
十
八
年

（

一

五

九

〇

）

、
相
州
小
田
原
陳

怠
（
台
）

徳
院
様
御
十
二
歳
御
初
陳
之
時

忠
常
御
供
、
時
十
一
歳

一

文
禄
三
年

（

一

五

九

四

）

怠
徳
院
様
於
御
前
元
服
忠
之
字
被
下
、
時
十
五
歳

一

慶
長
五
年

（

一

六

〇

〇

）

、
長
尾
景
勝
謀
叛

権
現
様
小
山
ニ

御
陣

怠
（
台
）

徳
院
様

宇
都
宮
ニ

御
陳
、
父
忠
隣
奉
行
ニ

よ
つ
て
御
前
を
は
な
れ
す
、
故
忠
常
父

か
名
代
と
し
て
其
兵
を
率
し
先
鋒
之
役
を
勤
ム
、
然
処
ニ

石
田

※
設
楽
兵
庫
頭
…
設
楽
貞
清
（
一
五
六
四
～
一

六
三
一
）

※
長
尾
景
勝
…
上
杉
景
勝
（
一
五
五
六
～
一
六

二
三
）
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三
成
謀
叛
に
よ
つ
て

怠
（
台
）

徳
院
様
木
曽
路
御
上
り
忠
常
奉
供
奉

一

同
年
之

（
一
六
〇
〇
）

冬
、
従
五
位
下
ニ

叙
し
、
加
賀
守
任
ス

一

同
十
年

（
一
六
〇
五
）

怠
（
台
）

徳
院
様
将
軍
御
拝
賀
之
時
、
御
沓
之
役
ヲ

つ
と
む

一

同
十
六
年

（

一

六

一

一

）

、
忠
常
卒
、
年
三
十
二

忠

隣

二

男

寛
永
廿
甲

（

一

六

四

三

）

戌
十
月
十
日
卒
ス

石

川

主

殿

頭

忠

総

外
祖
父
日
向
守
家
成
家
督
ヲ

つ
く
故
石
川
と
号
ス
、
伝
石
川
之
系

図
に
有

忠

隣

三

男

※
石
田
三
成
（
一
五
六
〇
～
一
六
〇
〇
）
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大

久

保

右

京

亮

教

隆

忠

隣

四

男

大

久

保

主

膳

正

幸

信

忠

隣

五

男

石

川

内

記

成

堯

外
祖
父
日
向
守
養
子
と
し
て
石
川
ニ

成
、
伝
石
川
之
系
図
ニ

有

忠

隣

六

男

大

久

保

平

右

衛

門

忠

尚

忠

隣

七

男
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大

久

保

清

左

衛

門

忠

村

加

賀

守

忠

常

一

男

大
久
保
加
賀
守
忠
任

母
奥
平
美
作
守
信
昌
娘
、
権
現
様
御
孫
女

一

慶
長
十
六
年

（

一

六

一

一

）

十
二
月
、
権
現
様
・
怠

（
台
）

徳
院
様
・
大
猷
院
様
へ
御
目
見
父
忠
常

か

遺

跡
ヲ

続

て

弐

万

石

拝

領

、

時

八

歳

一

同
十
九
年

（

一

六

一

四

）

正
月
、
祖
父
忠
隣
御
勘
気
之
事
ニ

よ
つ
て
蟄
居

一

寛
永
二
年

（

一

六

二

五

）

、
御
赦
免
ニ

よ
つ
て

怠
（
台
）

徳
院
様
・
大
猷
院
様
へ
御
目
見

一

同
三
年
、

（

一

六

二

六

）

大
猷
院
様
御
上
洛
忠
任
供
奉
、
同
年
十
二
月
、
叙
従
五
位
下
任

加
賀
守

※
奥
平
美
作
守
信
昌
（
一
五
五
五
～
一
六
一
五
）

※
大
猷
院
…
徳
川
家
光
（
一
六
〇
四
～
五
一
）徳

川
三
代
将
軍
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一

同

九

年

（

一
六
三

ニ
）

正

月

、

濃

州

加

納

之

城

主

被

仰

付

領

五

万

石

一

同
十
一
年

（

一

六

三

四

）

大
猷
院
様
御
上
洛
、
濃
州
洲
俣
ニ

お
ゐ
て
盃
酒
ヲ

献

し

、

則

供

奉

し

て

入

洛

一

同
十
六
年

（

一

六

三

九

）

、
播
州
明
石
城
へ
所
替
被
仰
付
領
七
万
石

一

寛

永

十

六

年

（

一

六

三

九

）

、

肥

州

唐

津
江

同

高

に

て

所

替

一

延
宝
六
年

（

一

六

七

八

）

正
月
廿
二
日
、
下
総

佐
へ

（
倉
脱
ヵ
）

替
ル
、
大
久
保
加
賀
守
忠
朝

実
ハ
大
久
保
右
京
亮
教
隆
弟
忠
任
ニ

ハ

い
と
こ


